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総務委員会　委員長

　桐生市新里町在住。前橋工科大卒。中学生のときにまちづくりに関わ
る仕事に興味を持ち、高校で土木、大学では都市交通政策を学ぶ。大学
卒業後、群馬県内の若手有志と共に市民団体"ＡＣＥぐんま"を結成し、
2011年に桐生市の活性化を目指した活動をスタートさせる。2014年4
月、インターネットに向けてテレビ放送を行う市民放送局「まちなかテレ
ビ」を設立。代表を務める。2015年4月、桐生市議会議員選挙に出馬し、
当選。現在二期目、総務委員長を勤めている。
その他の活動：新里文化財保護協会 理事、桐生市消防団新里方面団第４分団 団員、新里猟友会、など

一番身近な市議会議員を目指します。

住　所

久保田ゆういち 公式HP
連絡先

生年月日：1985年3月1日 35歳

http://kubotayuichi .com/
TEL .090 -9320-7583（携帯・直通） Mail： mail＠kubotayuichi .com
桐生市新里町山上85-6

新型コロナウイルス対策特集号
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桐生市議会議員 久保田ゆういち 市政レポート　Vol.4

特別定額給付金（10万円）について 皆様のご協力に心より感謝申し上げます。
桐生市版

令和2年6月5日現在

①郵送申請 一斉発送：5月19日、受付開始：5月20日、給付：5月27日～
申請方法は2通り、期限は8月20日（木）までとなります。

②オンライン申請

市町村から各世帯に
送付される申請書に記入
市町村から各世帯に

送付される申請書に記入

マイナンバーカードのほかに、
手続きを行うための端末が必要です。
詳しくはホームページ
https://myna.go.jp/ をご確認ください。

詐欺に注意！市町村や総務省などが、次のようなことをすることは絶対にありません。
・現金自動預払機（ATM）の操作をお願いすること　・手数料の振込を求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

返信用封筒に封入して
　市区町村に返送
返信用封筒に封入して
　市区町村に返送

マイナポータルにアクセスして申請書を作成
振込先口座の確認書類をアップロード

マイナポータルにアクセスして申請書を作成
振込先口座の確認書類をアップロード

振込先口座に振込
世帯の人数×10万円
振込先口座に振込
世帯の人数×10万円
振込先口座に振込振込先口座に振込振込先口座に振込

注 意

DV等により避難
されている方へ

配偶者からの暴力を理由に避難している方は、手続きにより避難先で給付金を受取ることができます。
住民票を移していない場合には申出書が必要です。住民票のある市町村に確認の上、至急手続きを済ませ
てください。

　猛威を振るう新型コロナウイルス感染症対策におきましては、学校の休業や営業自粛、イベント
の自粛など、市民の皆様に様々な形でご協力いただいておりますことに心より感謝申し上げます。
　また、感染症の拡大防止に向けて、最前線でご尽力をいただいております医療関係者の皆様や
介護関係者の皆様、生活に欠かせないライフラインを守っていただいている商業関係者の皆様や
サービス業・運送業の皆様、子ども達を支えていただいている保育・教育関係者の皆様、そして
様々な面で感染症拡大防止に取り組んでいただいている全ての皆様に重ねて感謝申し上げます。
皆様のご協力のお陰を持ちまして群馬県内では感染の拡大が収まり、県内に出されていた緊急事
態宣言は5月14日に解除されました。しかしながら、依然として第２波の感染拡大
も危惧されており、直ちに通常の生活に戻ることは難しい状況と言えます。
　日常を取り戻していく上におきましても「新しい生活様式」を身に付けながら、少
しずつ歩みを進めていく必要があります。
　今回、市政報告書の特集号としまして、新型コロナウイルス感染症を乗越えてい
くための情報をまとめさせていただきました。皆様にとってこの困難を乗り越えて
いくための一助となれば幸いです。
　不明点等ございましたら、何なりとご相談ください。

桐生市役所　専用ダイヤル
TEL（0277）22-8455
受付 9：00～17：00（平日のみ）

「感染防止の３つの基本」を実践しましょう。
①身体的距離の確保
・人との間隔は２m空ける。
・遊びに行くなら屋外を選ぶ。
・会話は真正面を避ける。

②マスクの着用
・外出時は屋内でもマスクを着用。
・会話をするときはマスクを着用。

③手洗い
・帰宅時にまず手や顔を洗う。
・帰宅後すぐに
　着替えとシャワー。
・手洗いは水と
　石けんで丁寧に。

※ お問合せ先によって受付している時間や曜日が異なりますのでご注意ください。

個人・世帯向けの支援策一覧
国による支援 桐生市による支援（予定を含む）

支払いの猶予

一人10万円 
詳細は上記をご確認ください。

特別定額給付金

子ども一人1万円
申請は不要です。児童手当を受給している方の口座へ振込まれます。

子育て世帯への臨時特別給付金

お問合せ：桐生市 子育て支援係　☎0277-47-1152
原則3カ月間（最長９カ月間）

休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが 生じている方々について、
家賃相当額を家主さんに支給します。

住宅確保給付金

お問合せ：桐生市福祉課　☎0277-46-1111（内線271）

 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付けを行います。

緊急小口資金

お問合せ：桐生市社会福祉協議会　☎0277-46-4165

 生活再建までの間に必要な生活費用の貸付けを行います。

総合支援資金（生活支援費）

お問合せ：桐生市社会福祉協議会　☎0277-46-4165

新型コロナウイルス感染症の影響により納税や支払いができない場合、申請により猶予を
受けられる場合があります。
国税 関東信越国税局　☎0120-948-249
県税 桐生行政県税事務所　☎0277-53-2113　
市税 桐生市納税課 納税担当　☎0277-46-1111（内線237）
水道・下水道 桐生市水道局料金担当　☎0277-46-1111（内線325）

受付中、給付：5月22日～

※電気ガス等は契約会社に
　お問い合わせ下さい。

事業の決定は予算成立後（6月中旬以降）となります。
子ども一人5千円（商品券）

子育て世帯の負担軽減を図るため、中学生以下の子どもに商品券を交付します。

子育て世帯応援事業

5千円×約11,500人

就学援助加算事業 就学援助に5千円を加算
就学が困難と認めれられる世帯の負担軽減を図るため、就学援助の学用品費に5千円を
加算し支給します。 5千円×約780人

内定取消者・失職者の任用
内定取り消しや離職を余儀なくされた人を会計年度任用職員として任用。募集人数　5人

ひとり暮らし高齢者見守り事業
布マスク（1枚）とチラシの郵送、必要に応じて戸別訪問を実施。

地域経済応援事業 プレミアム商品券（プレミアム率40％）
 地域経済の停滞解消を図るとともに、市民の購買意欲拡大のため、
プレミアム付商品券を発行します。 プレミアム率40％　40,000セット

桐生市奨学資金奨学生募集 →5月11日より申込開始
 新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生を対象に、
令和2年度の桐生市奨学資金奨学生を追加募集します。 募集員数　15人

お問合せ：教育委員会教育部 総務課
☎0277-46-1111（内線643）

各事業の最新情報は
桐生市HPをご確認ください。 桐生市HP

桐 生 市
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　石けんで丁寧に。

発行日：令和 2年 6月 5日（金曜日）



融資等について 〇 桐生市新型コロナウイルス感染症対策利子補給金
お問合せ　桐生市 商業金融担当 　☎ 0277-46-1111（内 563・583）
〇 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
　お問合せ　事業資金相談ダイヤル　☎ 0120-154-505
〇 商工中金による危機対応融資
　お問合せ　商工組合中央金庫相談窓口　☎ 0120ｰ542 7ー11
〇 または、各金融機関に開設されている相談窓口までお問合せ下さい。

※ 現在、国会において令和2年度第2次補正予算の審議が進んでいます。補正予算成立後に更に手厚い支援策
が示される予定です。桐生市のHPにておいて、国や県等の各支援事業へのリンク、 及び市単独事業の詳細を
掲載しておりますので、最新情報を右記のリンクからご確認ください。

桐生市議会議員　久保田ゆういち　市政レポート 　Kiryu ism Vol.4 発行・作成　久保田 裕一

事業者向けの支援策一覧
給付型のもの

（1）感染症拡大防止に協力した事業者へ
①群馬県「感染症対策事業継続支援金」20万円
②桐生市「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」 5万円

（3）事業者の雇用を維持したい事業者へ
①厚生労働省「雇用調整助成金」上限8330円/人×休業日数
②厚生労働省「小学校休業等対応助成金」上限8330円/人×休業日数

（2）事業収入が減少した事業者へ
①中小企業庁「持続化給付金」最大100～200万円

（4）感染症を乗り越えるための新規投資
①商工会議所・商工会「小規模事業者持続化補助金」上限100万円

①、群馬県「感染症対策事業継続支援金」（20万円）
【概       要】群馬県による「緊急事態措置」に基づき、一定期間中に、対象施設の休業または営業時間の短縮等の協

力を行った事業者への支援金です。
【ポイント】群馬県が協力要請を行っている業種に限られます。
【申請期間】令和2年5月13日（水）～ 6月15日（月）まで
【詳      細】https://www.pref.gunma.jp/07/ct01_00002.html （群馬県HP）
【問い合わせ先】群馬県 継続支援金受付センター　☎ 050-5371-6437
②、桐生市「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」（5万円）
【概       要】感染症の拡大防止の対策に協力をいただいている、市内に主たる事業所を有する法人または個人事業

主で、従業員が5人以下の事業者に支給します。
【ポイント】群馬県の感染症対策事業継続支援金の交付対象事業者は除きます。
【申請期間】令和2年5月18日（月）～7月31日（金）まで（7月31日消印有効）
【詳       細】 http://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1016982/1016997/index.html （桐生市HP）
【問い合わせ先】桐生市 感染拡大防止協力金対策室　☎ 0277-22-7500

①、厚生労働省「雇用調整助成金」（上限8,330円 /人 × 休業日数）
→ 助成金の上限額を1万5000円まで引き上げる議論が進んでいます。

【概       要】感染症の影響で売上が5％以上減少した事業者の内、一時的な休業等により労働者の雇用維持を図っ
た事業主に対して助成します。

【ポイント】助成を受けるには雇用保険の適用事業主である必要があります。また、今回の特例はパートタイマーな
どの被保険者でない方にも適用されます。

【適用期間】令和２年４月１日～６月30日までの休業等に適用
【お問合せ先】 桐生ハローワーク　☎ 0277-22-8609
②、厚生労働省「小学校休業等対応助成金」（上限8,330円 /人 × 休業日数）
【概       要】小学校などの臨時休業や、子どもが新型コロナウイルスに感染するなどにより小学校などを休む必要

がある子どもの保護者に有給休暇を取得させた事業主に助成する。
【ポイント】雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の２種類があります。
【申請期間】令和２年９月30日まで
【お問合せ先】厚生労働省コールセンター　☎ 0120-60-3999 

①、商工会議所・商工会「小規模事業者持続化補助金」（上限100万円）
【概       要】新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策に取り組む小規模事

業者等が、販路開拓等に取り組むための費用の内２/３を補助します。
【ポイント】申請には商工会議所又は商工会の助言を受ける必要があります。
【受付締切】第２回 令和2年6月5日（金）、第3回 令和2年10月2日（金）、第4回 令和3年2月5日（金）
【詳     細】所在地域の商工会議所又は商工会までご相談ください。

①、中小企業庁「持続化給付金」（最大100～200万円）
【概       要】営業自粛等により影響を受けた事業者に対して、給付金を給付します。給付額は中小法人等で最大

200万円、個人事業者で最大100万円です。
【ポイント】対象月は令和2年1月～ 12月の期間中で、月間事業収入が前年同月比50％以下となる月の中から事

業者が任意で選択します。（給付金額＝対象月の減収額×12カ月）
【申請期間】令和2年5月1日（金）～令和3年1月15日（金）まで
【詳　   細】https://www.jizokuka-kyufu.jp/ （中小企業庁HP）

桐生市HP

※詳細がまだ公表されていないものや、締切の迫っているものも
　ありますので、詳細は実施主体のHPをご確認ください。

上記の給付金等を装った詐欺にご注意ください。

桐 生 市
各事業の最新情報は
桐生市HPをご確認ください。

いま、議会にできることを全力で！ 応援と感謝の輪を広げよう！
学校の臨時休業にあたっての要望書を提出

3つの常任委員会で要望書をとりまとめ提出

県内他市に先駆けてテレワークを導入

　所属会派「そうぞう未来」では、市内の小中学校の休業に際し「緊急
要望書」を取りまとめ、3月3日（火）に荒木市長に提出させていただき
ました。内容は、放課後児童クラブの利用に当
たっての配慮、空き教室等を活用した安全な保
育スペースの確保、生徒児童が安全に過ごすこ
とができる緊急時の居場所づくりなどを求める
ものとなります。

　新型コロナウイルスの影響で来客が減っている飲食店を応援するた
めの活動が広がっています。おむすびの会が開
設しているテイクアウト情報には、桐生市近郊で
テイクアウトが可能なお店が簡単に探せるマップ
やテイクアウトメニューなどが掲載されており、
たいへん便利です。
　この機会に、ご近所のお店のテイクアウトを利
用してみてはいかがでしょうか。
　地域のお店を応援することで新しい魅力の発
見に繋がるかも知れませんね。

　5月8日より、医療従事者の皆様に敬意を表するため桐生市市民文化会
館のブルーライトアップが開始されました。この取り組みは、桐生市及び桐
生市職員共済会が共同で実施するもので、当
面の間実施される予定です。 
　ブルーライトアップは、ロンドンで始まった
のち世界へ広がり、日本でも全国各地の様々
な施設で実施されています。　私が委員長を務めさせていただいている総務委員会では、5月15日に桐生市議会初となるテレ

ワーク研修会を開催いたしました。今回の研修会では、群馬大学理工学部と議事堂をリモートで繋
ぎ、講師の先生が研究室で講演した内容を遠隔で受講。8名の委員の皆様には、換気や座席間距離
に配慮したうえで議事堂の正庁にご参集いただき、その他の市
議会議員の皆様、及び関係する市役所職員の皆様（約20名程
度参加）には、庁舎内の自席やWi-Fiの通じている議事堂内の
部屋を開放して傍聴いただきました。なお、メディアの皆様にお
きましても撮影等の取材は冒頭のみとし、内容の取材はリモー
トで行っていただいております。途中、一瞬音声が途切れるこ
ともありましたが、概ね問題なくリモート研修会を終えること
ができ、初めての取り組みとしては成功であったと思います。
　感染症への配慮を行いつつ、委員会として必要な調査活動
を継続できるよう、引き続き3密への配慮をしながら取り組ん
で参りたいと思います。

※写真は令和元年10月18日のものです。

　桐生市議会の3つの常任委員会（総務委員会、経済建設委員会、教育民
生委員会）において新型コロナウイルス感染症に関する協議会を開催し、
各委員会の要望事項を取りまとめ、5月13日及び15日に荒木市長へ要望
書を提出させていただきました。
　内容は「市民の皆様への独自支援策」や「プレミアム付き商品券の発行」
「医療従事者への支援」など全93項目にわたります。
　各項目の実現に向け、引き続き全力で取り組んで参る所存です。

テイクアウト（お持ち帰り）で飲食店を応援しよう！

医療従事者の皆様への感謝を込めて

感染が心配な時はご連絡下さい
群馬県新型コロナウイルス感染症コールセンター

上記以外の時間は　☎ 027-223-1111（診療相談）

☎0570-082-820

テイクアウト情報＠おむすびの会
リンク ｈttps://takeoutomusubi.glideapp.io/

　5月8日より、医療従事者の皆様に敬意を表するため桐生市市民文化会

感染が心配な時はご連絡下さい感染が心配な時はご連絡下さい

群馬県保健予防課
FAX  027-223-7950

万円

上限8330円/人×休業日数

☎ 0277-46-1111（内 563・583）
〇 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付

②、厚生労働省「小学校休業等対応助成金」

聴覚に障がいがある人や、電話での
相談が難しい人の相談窓口

令和2年6月5日現在

平日・休日問わず午前9時から午後9時まで


